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IFRS解釈指針委員会がIFRS第17号「保険契約」に関連する初めての暫定的なアジェ

ンダ決定を公表 
要点 

2022年3月15日、IFRS解釈指針委員会（IFRS IC）は、国際財務報告基準（IFRS）第17号「保険契約」の適用に

関する初めての要望書を検討しました。この要望書は、IFRS第17号を適用する際の利益の認識についてIFRS 
ICに質問するものでした。保険会社は、保険契約の測定に未稼得利益を含めており、保険会社がサービスを提

供する期間にわたり収益として認識します。この要望書は、各期間における年金契約グループによって提供さ

れるサービスを決定するための2つのアプローチを示しており、それらのアプローチが、保険契約グループによ

って提供される保険契約サービスを反映するというIFRS第17号の原則に合致しているかどうかを質問していま

す。 

包括的な議論を経て、IFRS ICは、アプローチのうち1つのみが容認可能であると決定し、暫定的なアジェンダ決

定を公表することに合意しました。暫定的なアジェンダ協議は、通常、60日間のコメント期間を設けた公開協議

の対象となります。 

背景 

1. IFRS 第 17 号は、2023 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度に初めて適用されます。 

2. IFRS 第 17 号を適用する場合、保険契約グループの測定には契約上のサービス・マージンが含まれてお

り、これは当該契約グループにおける未稼得利益を反映しています。保険会社は、グループ内の保険契約者へ

の保険契約サービスの提供に応じて、契約上のサービス・マージンを純損益で認識します。 

3. IFRS 第 17 号は、契約上のサービス・マージンを、当期に提供された「カバー単位」と将来に提供されると

見込まれる「カバー単位」に同様に配分することで、保険契約サービスを反映するべきであるという原則を定めて

います。「カバー単位」は、契約によって提供される給付の量とカバーの予想期間を考慮して決定されます。 
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PwC の所見： 

この要望書は、英国の生命保険会社との議論を経て、英国勅許会計士協会（ICAEW）によって作成されたも

のです。ただし、要望書は、スペインを含む英国外の保険会社にも広く適用される可能性があります。IFRS 
ICがIFRS第17号に関連する要望書を検討したのは、今回が初めてです。2022年2月、IFRS ICは、このアジ

ェンダ協議の準備に役立てるため、適用されるIFRS第17号の要求事項の概要およびそれらの要求事項に関

連するその他の背景について検討しました。 

IFRS 解釈指針委員会の 3 月会議における議論 

4. 要望書には 2 つのアプローチが示されており、この 2 つのアプローチが保険契約グループによって提供さ

れる保険契約サービスを反映するという IFRS第 17号の原則を満たしているかどうかについて質問しています。

これらのアプローチでは、各期間に提供される給付の量は以下になります。 

● アプローチ A：定額の年間給付（すなわち、その期間に支払われる保険金額） 

● アプローチ B：当期および将来の給付の現在価値（すなわち、契約期間にわたって支払われると見込

まれるすべての保険金額） 

5. IFRS IC は、即時年金契約グループと据置年金保険グループの両方について、この 2 つのアプローチの

影響を分析しました。特に、IFRS IC は、保険契約者が死亡まで一定の給付を受け取る 10 件の一時払い即時

年金契約の設例を通じて、この分析を行いました。IFRS IC は、2 つのアプローチを支持する要望書の主張を検

討しましたが、1 名の委員を除き、アプローチ B は IFRS 第 17 号 B119 項の原則を満たしていないと結論付け

ました。大半の委員が、アプローチ B は、保険会社が有効な保険金請求を支払う義務を負わない期間（例えば、

据置年金期間）に給付の量を配分することになると指摘し、保険契約者が将来期間にのみ行使できる保険請求

権を考慮した場合、このアプローチは、ある期間の給付の量を誤って表示することになると指摘しました。 

PwC の所見： 

IFRS ICは、保険会社への保険リスクの移転は、保険会社が報酬を請求する保険契約者への給付であると

認識しつつも、このリスクに対するマージンはリスク調整によって表示され、その結果、契約上のサービス・マ

ージンには含まれないと指摘しました。 

6. この結論を受けて、IFRS IC は、基準設定プロジェクトをワークプランに追加すべきかどうかについて検討

しました。IFRS IC は、当該プロジェクトをワークプランに追加せず、代わりに、要望書に記載されている IFRS 第

17 号で適用される要求事項を示し、また、企業が年金契約グループによって提供される給付の量の決定方法を

説明する暫定的なアジェンダ決定を公表することを決定しました。 

PwC の所見： 

IFRS ICは、財務報告を改善するために要求事項を追加または変更する必要がある場合、すなわち、基準書

における原則および要求事項が、要求される会計処理を決定するのに十分な基礎を企業に提供していない

場合にのみ、基準設定プロジェクトをワークプランに追加すると決めています。 

IFRS ICが基準設定プロジェクトを追加しない決定を行った場合、関連する要求事項の適用を「ウォーク・スル

ー」する暫定的なアジェンダ決定を公表します。アジェンダ決定は、基準設定プロジェクトがワークプランに追

加されなかった理由を説明する１つの方法であり、多くの場合において、説明的資料が含まれています。この

説明的資料の権威は、基準書自体に由来します。説明的資料は、IFRSの一貫した適用のためのガイダンス

を提供することを意図しており、企業は、アジェンダ決定における説明的資料を考慮して、該当する基準書を

適用することが求められています。 

IFRS ICは、協議文書に含まれた暫定的なアジェンダ決定の草案について議論していくつかの文言の提案を

行い、IFRS ICスタッフは反映することに合意しました。協議文書における暫定的なアジェンダ決定には、次の

ようにすべきという提案を含んでいます。 

● 暫定的なアジェンダ決定によって考慮された点のみについて、より正確に説明する簡単な数値例を含

める。 

● 事実パターンには投資要素が存在しておらず、したがって、契約によって提供される保険カバー以外

のサービスが存在しないことを明確にする。 
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● 事実パターンのbにおける「定額の年間給付を受け取る」を「定期または定額の年間支払を受け取る」

に置き換える。 

● 方法１に記載のサービスは、「当期に支払われる保険金額」ではなく、「当期に正当な保険金請求が

行われる可能性のある金額」に関連していることを明確にする。この草案は、2018年のTRGの議論と

整合している。 

これは網羅的なリストではありません。カバー単位への配分に関する規範的ガイダンスが比較的不足してい

ることを踏まえ、保険会社は、暫定的なアジェンダ決定が公表された場合にはそれを注意深く検証し、アジェ

ンダ協議にコメントを提出するかどうかを検討しなければなりません。 

次のステップ 

7. 暫定的なアジェンダ決定は、コメント要請と共に IFRS 財団のウェブサイトで入手可能となります。コメント

募集期間は通常 60 日間です。コメント期間の終了後、IFRS IC は受け取ったコメントを分析するアジェンダ・ペ

ーパーを検討し、暫定的なアジェンダ決定を最終化するかどうかを決定します。 

PwCの所見： 

ある委員は、この暫定決定が、IFRS ICはIFRS基準書の追加は行わないというIFRS ICの権限を超えている

という懸念を提起しました。また、同委員は、IFRS第17号の適用に意図していない結果が生じる可能性につ

いての懸念も表明しました。これに対し、スタッフは、この質問と、委員会が過去に取り上げた顧客に提供さ

れる財またはサービスに関連する他の質問との類似点を指摘しました。加えて、委員長は、暫定的なアジェ

ンダ決定は公開協議の対象となり、最終化された場合には、国際会計基準審議会（IASB）による批准を受け

なければならないと指摘しました。 
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